
中学生向け副教材の作成

学習指導要領の改訂：消費者教育を充実

平成24年度から全面実施、一部教科等については先行実施

自分のこととして捉え、身に付く教育 ～生きる力～

今までとは違う視点で教材作
成（ex.心理学）

視聴覚教材とテキストの併用
（五感に訴える）

今までにない教材開発

[今までの消費者教育]
未然防止より、被害が起きた後への対処
に重点
⇒被害に遭わないと、自分のこととして
考えられない

身に付かない

教育の専門家、心理学者等有識者に
よる検討

全国の希望する中学校へ配布（3割、約3,000校 各校170人想定）
【参考】EUにおける消費者教育学習帳「ダイアリー」

域内１/4の中学校で使用

大学生の消費者被害相談件数
約2万件

※高校までの消費者教育が不十分
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